
自殺防止のための電話相談事業実施団体への補助金等交付要綱 
 
 

平成27年４ 月１ 日 保健福祉局長決定 

（ 目的）  

第１ 条 こ の要綱は、 自殺防止のための電話相談事業実施団体に関する経費について、 地方自治法

（ 昭 和22年法律第67号）、 地方自治法施行令（ 昭和22年政令第16号）、 神戸市補助金等の交付に関す

る規則（ 平成27年３ 月神戸市規則第38号。 以下「 補助金規則」 と いう 。 ） に定めがあるも ののほか、 当

該補助金等の交付等に関し て必要な事項を定める。  

 

（ 対象団体）  

第２ 条 補助事業等の対象と なるも のは、 次の各号に定めるすべての要件に該当する団体と する。  

( 1)  代表者を設け、 企画し た活動を終了まで責任を持っ て遂行できる民間団体であり 、 かつ神戸市に

活動拠点を設けているこ と （ 法人格の有無は問わない）  

( 2)  自殺防止のための電話相談事業を目的に活動し ている団体であるこ と  

( 3)  公共団体、 公共的団体、 営利企業でないこ と  

 
 

（ 対象経費）  

第３ 条 補助事業等の対象と なる経費は、 補助事業者等が当該年度内に実施する自殺防止のための電話相

談事業に要する経費のう ち次の各号のいずれかの要件に該当するも のと する。  

（ 1） 電話相談員養成に要する研修費（ 外部講師等の謝礼および交通費、 会場使用料、 資料作成費）  

（ 2） 電話相談員の出務に要する経費 

（ 3） 電話相談員養成講座受講料返還に要する経費 

（ 4） その他市長が特に必要と 認めるも の 

 

（ 補助金等の額）  

第４ 条 補助金等の額は、 第３ 条に掲げる経費のう ち予算の範囲内で１ 団体につき 総額

550万円を限度と する 。  

 

 

（ 交付申請）  

第５ 条 申請者は、 補助金規則第５ 条第１ 項に基づき 補助金等の交付を申請すると き は、 次に掲げる

書類を 当該補助事業等を実施し よう と する年度の５ 月末日までに市長に提出し なければなら ない。  

( 1)  補助金等交付申請書（ 様式第１ 号）  

( 2)  事業計画書 

( 3)  補助事業等に係る収支予算書又はこ れに代わる書類 

 

 

 

 

 

 

 



 

（ 交付の決定）  

第６ 条 市長は、 補助金規則第６ 条による補助金等の交付決定を行う と き は、 次に掲げる書類により

申請後１ ヶ 月以内に申請者に通知するも のと する。  

( 1)  補助金等交付決定通知書（ 様式第２ 号）  

( 2)  その他市長が必要と 認める書類 

２  市長は、 補助金規則第６ 条第３ 項による補助金等の交付が不適当である旨の通知を行う と きは、 次 

に掲げる書類をもって申請者に通知するも のと する。  

( 1)  補助金等不交付決定通知書（ 様式第３ 号）  

( 2)  その他市長が必要と 認める書類 

３  第１ 項および第２ 項の決定をする場合において、 市長は専門家から 意見を聴取するこ と ができる。  

 
 

（ 補助事業等の変更等）  

第７ 条 補助事業者等は、 補助金規則第７ 条第１ 項第１ 号に掲げる承認を 受けよう と すると きは補助金

等交付決定内容変更承認申請書（ 様式第４ 号） を、 同第２ 号に掲げる承認を受けよう と すると きは補

助事業等中止（ 廃止） 承認申請書（ 様式第５ 号） を、 市長に提出し なければなら ない。  

２  市長は、 前項の申請があっ たと き は、 当該申請に係る書類の内容を審査し 、 承認するこ と が適当で

あると 認めたと きは、 その旨を補助金等交付決定変更通知書（ 様式第６ 号） 又は補助事業等中止（ 廃

止） 承認通知書（ 様式第７ 号） により 、 補助事業者等に通知するも のと する。  

 

（ 実績報告書の提出）  

第８ 条 補助事業者等は、 補助金規則第15条に基づき 補助事業等の実績を 報告し よう と すると き は、  

次に掲げる書類を 当該補助事業等の完了後、 １ ヶ 月以内に市長に提出し なければなら ない。  

( 1)  補助事業等実績報告書（ 様式第８ 号）  

( 2)  事業の実施状況がわかる書類 

( 3)  補助事業等に係る収支決算書 

 
 

（ 交付額の確定）  

第９ 条 市長は、 補助金規則第16条による 補助金等の交付額の確定を行っ たと きは、 次に掲げる書類 

により 、 速やかに補助事業者等に通知するも のと する。  

( 1)  補助金額等確定通知書（ 様式第９ 号）  

( 2)  その他市長が必要と 認める書類 

２  市長は、 確定し た補助金等の交付額が、 補助金等の交付の決定における交付予定額と 同額であ

る場合は、 前項の規定による通知を省略するこ と ができ る。  

 
 

（ 補助金等の請求）  

第10条 補助事業者等は、 補助金等の交付を受けよう と すると き は、 補助金等請求書（ 様式第10

号） を市長の定める期日までに市長に提出し なければなら ない。  

  ただし 、 第５ 条に掲げる補助金等交付申請書（ 様式第１ 号） に振込先の口座情報が記載さ れてい

る場合は、 本項に定める補助金等請求書（ 様式第10号） の提出を省略するこ と ができる。  



 

２  前項の請求があっ たと き 、 または第９ 条における交付額が確定し 、 かつ前項ただし 書き による

と き は、 市長は速やかに補助金等を補助事業者等に支払う も のと する。  

 

（ 交付決定の取消し ）  

第11条 市長は、 補助金規則第19条による補助金等の交付決定の全部又は一部を取消し たと き は、 速

やかに、 その旨を 補助金等交付決定取消通知書（ 様式第11号） により 当該補助事業者等に通知するも

のと する。  

２  市長は、 前項の規定により 補助金等の交付を取消し た場合において、 すでに補助金等を交付し ている 

と きは、 期限を定めて補助金等を返還さ せるも のと する。  

 

（ その他）  

第12条 市長は、 前条の報告書の他、 必要があると 認めたと き は団体に対し 報告を求め、 又は所属職 

員に補助金の執行状況等について調査を行わせるこ と ができ る。  

 

（ 施行の細目）  

第13条 こ の要綱の施行について必要な事項は、 主管局長が定める。  

 
 

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の要綱は、 平成27年４ 月１ 日から 施行する。  
 

２  こ の要綱の施行に伴い、 平成18年４ 月１ 日実施の社会福祉法人神戸いのちの電話相談員の養成にか

かる 研修費助成金交付要綱は廃止する。  

  

附 則 

（ 施行期日）  

 こ の要綱は、 令和３ 年８ 月１ 日から 施行する。  

 

附 則 

（ 施行期日）  

 こ の要綱は、 令和４ 年10月１ 日から 施行する。  

 

附 則 

（ 施行期日）  

 こ の要綱は、 令和６ 年２ 月１ 日から 施行する。  

 

附 則 

（ 施行期日）  

 こ の要綱は、 令和７ 年５ 月１ 日から 施行する。  

 


